
下関市立大学大学院入学者選抜に関する規程 

平成 22 年 4 月 28 日 

規 程 第 9 号 

改正 平成 25 年 12 月 13 日規程第 18 号 

平成 27 年 2 月 26 日規程第 19 号 

令和 3 年 3 月 23 日規程第 33 号 

（目的） 

第１条 この規程は、下関市立大学大学院（以下「大学院」という。）において実施す

る入学者選抜の種類その他の入学者選抜に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

（入学者選抜の種別） 

第２条 大学院において実施する入学者選抜は、一般選抜試験、学内選抜試験及び交

流・協定校特別選抜試験とする。 

（募集人員） 

第３条 前条に定める各入学者選抜の募集人員は、別に定める。 

２ 前条に規定する入学者選抜は、種別により募集を行わない場合がある。 

（募集要項） 

第４条 第２条に規定する入学者選抜の募集要項は、次条から第７条までに規定する

事項について決定した後に公表するものとする。 

（受験資格及び出願要件） 

第５条 第２条に規定する入学者選抜を受験できる者は、各入学者選抜に定められた

受験資格及び出願要件を満たす者とする。 

２ 各入学者選抜の受験資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるも

のとする。 

(1) 一般選抜試験 下関市立大学大学院学則（平成１９年規則第２号）第１０条の

規定を満たす者であること又は当該年度（受験しようとする試験が実施される日

を含む年度をいう。以下同じ。）の３月３１日までに同条の規定を満たす見込みの

者であること。 

(2) 学内選抜試験 下関市立大学（以下「本学」という。）の経済学部に在籍し、当

該年度に卒業する見込みの者であること。 

(3) 交流・協定校特別選抜試験 本学と交流・協定を結んだ大学を卒業した者及び

当該年度末までに卒業見込みの者であること。 

３ 各入学者選抜の出願要件は、別に定める。 

（試験の実施） 

第６条 第２条に規定する入学者選抜は、年度に１回実施するものとする。ただし、

第１次募集で欠員が出た場合（交流・協定校特別選抜試験は除く。）に限り第２次募



集の実施について大学院経済学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）の意

見を聴いて、学長が決定し、実施する。 

２ 第２条に規定する入学者選抜を受験しようとする者は、大学院が定める志願票及

び出願書類に加え、受験資格を満たすことが判断できる書類を添付しなければなら

ない。 

３ 第２条に規定する入学者選抜を受験しようとする者は、各入学者選抜に定められ

た出願受付期間内に公立大学法人下関市立大学授業料等徴収規程（平成１９年規程

第５３号）に定める入学検定料を納めなければならない。 

（選抜方法及び合否判定） 

第７条 各入学者選抜の内容及び評価方法については、別に定める。 

２ 各入学者選抜の合否判定については、大学院経済学研究科委員会の意見を聴いて、

学長が決定する。 

（雑則） 

第８条 この規程に定めるもののほか入学者選抜に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規程は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年 12 月 13 日規程第 18 号） 

この規程は、平成２６年４月１日から施行し、この規程による改正後の下関市立大

学大学院入学選抜に関する規程の規定は、平成２７年度入試から適用する。 

附 則（平成 27 年 2 月 26 日規程第 19 号） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和 3 年 3 月 23 日規程第 33 号） 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 




